
① 70歳未満の世帯のみの場合：１ケ月の自己負担額が限度額を超えたとき。

総医療費が１００万円で一部負担金が１ケ月３０万円の場合
※3回目まで

７割（国民健康保険課負担分） ３割（自己負担分）
７０万円 ３０万円

自己負担限度額 高額療養費（払い戻額）
２５４，１８０円 ４５，８２０円

252,600円＋（1,000,000円－842,000円)×1％＝254,180円

1,580円

300,000円－254,180円＝45,820円（払い戻額）

総医療費が１００万円で一部負担金が１ケ月３０万円の場合
※3回目まで

７割（国民健康保険課負担分） ３割（自己負担分）
７０万円 ３０万円

自己負担限度額 高額療養費（払い戻額）
171,820円 128,180円

167,400円＋（1,000,000円－558,000円)×1％＝171,820円

4,420円

300,000円－171,820円＝128,180円（払い戻額）

自己負担限度額

高額療養費

自己負担限度額

高額療養費

総医療費１００万円

高額療養費の支給例

同じ人が同じ月（暦月）に、同一の医療機関で支払った自己負担額が
限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

《適用区分（ア）の場合》

総医療費１００万円

《適用区分（イ）の場合》



総医療費が１００万円で一部負担金が１ケ月３０万円の場合
※3回目まで

７割（国民健康保険課負担分） ３割（自己負担分）
７０万円 ３０万円

自己負担限度額 高額療養費（払い戻額）
87,430円 212,570円

80,100円＋（1,000,000円－267,000円)×1％＝８７，４３０円

7,330円

300,000円－87,430円＝212,570円（払い戻額）

総医療費が１００万円で一部負担金が１ケ月３０万円の場合
※3回目まで

７割（国民健康保険課負担分） ３割（自己負担分）
７０万円 ３０万円

自己負担限度額 高額療養費（払い戻額）
57,600円 242,400円

57,600円

300,000円－57,600円＝242,400円（払い戻額）

総医療費１００万円

自己負担限度額

《適用区分（ウ）の場合》

総医療費１００万円

自己負担限度額

高額療養費

高額療養費

《適用区分（エ）の場合》



総医療費が１００万円で一部負担金が１ケ月３０万円の場合
※3回目まで

７割（国民健康保険課負担分） ３割（自己負担分）
７０万円 ３０万円

自己負担限度額 高額療養費（払い戻額）
35,400円 264,600円

35,400円

300,000円－35,400円＝264,600円（払い戻額）

総医療費１００万円

自己負担限度額

高額療養費

《適用区分（オ）の場合》


